アマチュア選手登録契約書

本契約は、●●競技連盟（以下「連盟」という。）と、アマチュア選手として競技活動を行う●●（以下「選手」という。）との間で、選手登録および競技参加に関する権利義務を定めることを目的として締結される。

（第1条　目的）
本契約は、選手が連盟の定める競技大会等に参加するにあたり、アマチュア資格の維持、競技活動の適正化、安全確保、競技団体の秩序維持を図ることを目的とする。

（第2条　定義）
本契約における用語の定義は、次のとおりとする。
1. 「競技大会」とは、連盟または連盟が認めた団体が主催・主管する大会、試合、イベントをいう。
2. 「アマチュア資格」とは、競技ごとに連盟が定めるアマチュア選手としての資格をいう。
3. 「選手情報」とは、氏名、生年月日、住所、競技歴、成績、映像・写真データその他選手に係る一切の情報をいう。

（第3条　登録）
1. 選手は、連盟所定の登録申請手続を行い、必要書類を提出しなければならない。
2. 連盟は、申請内容を審査の上、登録の可否を決定する。
3. 選手は、登録後に氏名・住所その他申請内容に変更が生じた場合、速やかに連盟に届け出なければならない。

（第4条　アマチュア資格の維持）
1. 選手は、連盟の定めるアマチュア規程を遵守し、営利目的の活動（スポンサー契約、広告出演、賞金を得るプロ活動等）を行ってはならない。ただし、連盟が事前に認めた場合はこの限りではない。
2. 選手がアマチュア資格を喪失した場合、登録は当然に失効する。

（第5条　競技参加義務）
1. 選手は、健康状態、ルール遵守、安全管理に十分配慮して競技に参加するものとする。
2. 選手は、競技大会の参加に関し、主催者の指示・大会規程・競技規則を遵守しなければならない。
3. 不正行為、暴力行為、危険行為その他競技の秩序を乱す行為をしてはならない。

（第6条　選手情報の取扱い）
1. 連盟は、選手情報を登録管理、競技運営、安全管理、成績管理その他競技運営上必要な範囲で利用できるものとする。
2. 連盟は、競技大会のPR、放送、広報資料等において、選手の氏名・写真・映像を無償で使用できるものとする。
3. 連盟は、個人情報保護法その他関連法令を遵守し、適切に選手情報を取り扱う。

（第7条　健康管理）
1. 選手は、自己の責任において健康状態を管理し、競技参加に支障がない状態であることを保証する。
2. 連盟は、選手の健康状態について助言を行うことがあるが、医療判断を行うものではない。

（第8条　事故・怪我・損害の免責）
1. 選手は、競技中に発生した事故・怪我・疾病等について、連盟に故意または重大な過失がある場合を除き、連盟が責任を負わないことを承諾する。
2. 選手は、自己の過失により第三者に損害を与えた場合、自らの責任と負担でこれを解決するものとする。

（第9条　禁止事項）
選手は、以下の行為を行ってはならない。
1. ドーピング行為
2. 虚偽の申告・登録情報の偽造
3. 暴力行為、ハラスメント行為、その他社会的信用を損なう行為
4. 連盟の名誉・信用を害する行為
5. 競技規則・大会規程に反する行為

（第10条　処分及び登録取消）
連盟は、選手が以下に該当する場合、警告、出場停止、登録取消等の処分を行うことができる。
1. 本契約または連盟規程に違反したとき
2. アマチュア資格を喪失したとき
3. 社会的信用を損なう重大な行為を行ったとき
4. その他、連盟が競技者として不適切と判断したとき

（第11条　契約期間）
1. 本契約の有効期間は、登録日の属する年度末までとする。
2. 次年度の更新は、選手が所定の手続を行い、連盟が承認した場合に限り認められる。

（第12条　契約終了後の取扱い）
1. 選手の登録が終了した後であっても、選手情報のうち競技記録、写真、映像等は、連盟の記録・広報資料として保管・利用されることがある。
2. 連盟は、登録終了後も個人情報保護法に基づき選手情報を適切に管理する。

（第13条　損害賠償）
選手が本契約に違反し、連盟に損害を与えた場合、選手はその損害（弁護士費用を含む。）を賠償しなければならない。

（第14条　協議）
本契約の解釈に疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項については、連盟および選手は誠意をもって協議し解決するものとする。

（第15条　準拠法・管轄）
本契約は日本法に準拠し、連盟所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、連盟および選手は記名押印のうえ各1通を保有する。




●年●月●日

【連盟】
名称：●●競技連盟
所在地：
代表者名：　　　　　　　　　　　　　　印

【選手】
氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　印
住所：

